












     

  



 

 

























 



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 









 









 

 

 









 

 

 





 

 

 

 

 













 

 

 

 





















     









     









     



 























   豊岡市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部を改正する

条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

 ⑴ 定義規定に関し、条例等の定義に要綱を加えること及び市の機関の定義に指

定管理者を加え、市の機関等とすること。（第２条関係） 

⑵ 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合に関し、他の条例等の規定に

より署名等が必要となるときは、当該条例等の規定にかかわらず個人番号カー

ド等の利用をもって当該署名等に代えることができるようにすること及び申請

等のうち他の条例等の規定により使用料等の納付方法が規定されているときに

あっても、当該条例等の規定にかかわらず電子情報処理組織を使用する方法に

より行うことができるようにすること。（第３条関係） 

⑶ 申請等又は処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行う

ことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合については、当該部

分以外の部分につき、第３条又は第４条各項に規定する電子情報処理組織によ

る申請等又は処分通知等の規定を適用すること。（第３条、第４条関係） 

⑷ 申請等をする者に係る規則で定める書面等であって、他の条例等の規定によ

り当該申請等に添付することが規定されているものについては、他の条例等の

規定にかかわらず、個人番号カードの利用等により、直接に、又は電子情報処

理組織を使用して確認すべき情報を入手し、又は参照することができる場合に

は、その添付を不要とすることができるようにすること。（第７条関係） 

 

２ 附則 

⑴ この条例は、令和７年２月１日から施行すること。（附則第１項関係） 

⑵ この条例による改正後の条例第３条及び第４条の規定は、この条例の施行の

日以後に行われる申請等又は処分通知等について適用し、同日前に行われた電

子情報処理組織による申請等又は処分通知等については、なお従前の例による

こと。（附則第２項関係） 

-89-

















 

 































 

 











































































 

 

 









 

 













 

 













 
 





 





 

 





 

 





 





 

 























 

 















 

 



 
 



 

 
 















 

 



 

 





 
 



 
 














































































































































































































































































































































































